
ごみ焼却施設 ばい煙測定結果　　（令和4年4月～令和5年3月）　 ー

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

Ｋ 値 0.025 0.037 0.022 0.007 0.017 0.006 0.020 0.014 0.031 0.018 0.014 0.011

硫黄酸化物     濃度(参考） ppm 8.3 11 7.2 2.3 5.9 1.9 6.7 4.4 9.2 5.7 4.0 3.3

0.14 0.21 0.12 0.04 0.10 0.03 0.12 0.08 0.18 0.10 0.08 0.07

（5.5） （5.5） （5.4） （5.4） （5.6） （5.3） （5.8） （5.6） （5.6） （5.5） （5.6） （5.6）

塩化水素濃度（Ｏ2:12%換算） ppm 12 20 17 12 10 6.4 10 18 23 20 7.7 22

窒素酸化物濃度（Ｏ2:12%換算） ppm 32 45 10 63 20 32 72 66 21 28 23 33

ばいじん濃度（Ｏ2:12%換算） g/Nm3 0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002 ＜0.002

基　準　値　比　較

１　K値は、地域ごとに定められ、各施設の煙突の高さに
　　応じた硫黄酸化物の許容排出量を求める際に使用する

ごみ焼却施設 ダイオキシン類濃度測定結果           　　大気汚染防止法に定められた定数
２　m3Nは標準状態（0℃、1,013hpa）における1m3の気体の
    体積である。
３　ppmは100万分の1を示す単位で、気体ではｃm3/m3の
    割合である。
４　測定日については、焼却炉運転開始日から２週～６週
    の間で測定。

※  TEQとは、ダイオキシン類は異性体が多く毒性は

　　異性体ごとに異なるため、異性体の中で最も毒性
　　の強い2,3,7,8-TCDDの量に換算した値として表し
    ていることを示す。

※　ng(ナノグラム)は10億分の1グラムである。
※  pg（ピコグラム）は１兆分の１グラムである。
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